


（平成28年度） 

 

「学校脊柱側弯症検診指針」の改訂について 

 

学校脊柱側弯症検診につきましては、昭和57年に会内に委員会を設置し、統計をとる

とともに、適切な検診により、早期発見治療が行われることを目的として、例年改訂を重

ねて「学校脊柱側弯症検診指針」を発行し、学校等関係各位に配付しております。 

さて、平成26年４月30日に学校保健安全法施行規則の一部が改正され、平成28年度

から施行されます。 

主な改正点は、①座高、寄生虫の有無の検査を必須項目から削除すること、②四肢の状

態を必須項目に追加するものとし、四肢の形態及び発育並びに運動器の機能状態に注意す

ること、③保健調査の実施を小・中・高等学校と高等専門学校の全学年に変更したこと、

の３点です。 

新たに「四肢の状態」が必須項目として追加されるにあたり、検査の流れについて、「児

童生徒等の健康診断マニュアル（平成27年度改訂）」（文部科学省監修）に示された内容

を参照し、本県においては下記のとおり実施されることとなっております。 

今回の改正に伴い脊柱検診調査票（運動器検診保健調査票）の様式を改訂いたしました。 

 

記 

 

■運動器検診（脊柱側弯症及び四肢の検診）検査の流れ 

【準備】 健診の前に、学校が保護者に「保健調査票」を配付し、各家庭における観察の 

結果、チェックのある項目を学校が整理する。これに加え、日常の健康観察の情 

報を整理する。可能であれば、養護教諭は、体育やクラブ活動の担当者と連携し、 

「保健調査票」においてチェックがある項目の検査を健診前に実施し、情報を整 

理する。 

 

【方法】 １ 養護教諭は、「保健調査票」、学校での日常の健康観察等の整理された情 

報を、健診の際に学校医に提供する。 

    ２ 提供された保健調査等の情報を参考に、側弯症の検査を行う。四肢の状態 

等については、入室時の姿勢・歩行の状態に注意を払い、伝えられた保健調 

査のチェックの有無等により、必要に応じて検査を行う。 

 ※「保健調査票」の様式は例示ですので、市町毎に調整可能です。 

 

【判定】 学校医による視触診等で、学業を行うのに支障があるような疾病・異常等が疑 

われる場合には、医療機関で検査を受けるよう勧め、整形外科専門医の判定を待 

つ。（“専門医”とは、学会の有資格者ではなく、“整形外科医”を指す） 


